
1122．．法法人人事事業業税税交交付付金金 　

1． 法人事業税は，次の税率により，課税するものとする。  ８月 ： 前年度３月～７月

収入分

１２月 ： ８月～１１月収入分

３月 ： １２月～２月収入分

　　　※令和2年度のみ

 8月：前年度10月～7月収入分

 12月： 8月～11月収入分

 3月 ： 12月～2月収入分

2．

※ 経過措置あり

令和２年度：法人税割額

令和３年度：2/3…法人税割，1/3…従業者数割

令和４年度：1/3…法人税割，2/3…従業者数割
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[ 道 府 県 ]

交 付 団 体
交　　付　　の　　基　　準　　等

交 付 の 時 期 等

[交付義務者] ［ 交 付 金 の 使 途 ］

市   町   村

決　　算　　額 － － － －－

［ 制 限 な し ］

区　　　分 平成28年度 平成29年度 平成30年度

3,724,692

法人事業税交付金は，道府県が，法人事業税の収入額に7.7％（令和２年度は
3.4％）を乗じて得た額を，市町村に対し，従業者数であん分（※）して交付する。
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